
１　公表の内容

　　令和７年度定期監査（第２次）の結果に基づいて、関係部署が取り組んだ状況につ

　いて、公表します。

２　公表の根拠

　　地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により実施した令和７年度の定期監

　査について、同条第９項の規定により監査の結果に関する報告を提出したところ、同

　条第１４項の規定により改善措置の通知があったので公表します。

令和７年度定期監査結果報告書（第２次）に基づく措置状況の公表について
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　　　　　　工期　　令和６年１１月２２日～１１月２８日

　　　　　　検収日　令和６年１１月２７日

　　　　　【バスケットゴール改修】

　　　　　　請負額　７０４，０００円

是 正 改 善 事 項  措 置 状 況 報 告 書

教 育 総 務 課

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　委託及び契約事務について

　①　小中学校の修理工事において、分割発注されているように思われる事例が見受けられた。

　　　約２週間以内で同じ業者の修理工事であること、また、バスケットゴールについては、点検後の

　　　修理であることや、多目的ホールにおいては、オブジェを撤去すれば壁の改修は必要であると見

　　　込まれることなどから、経費削減・事務軽減の観点から入札等で発注されたい。

　　　　・大正中学校　修理関係

　　　　・大正小学校　修理関係

　　　　　＜大正中＞

　　　　　【吊り下げ式バスケットゴール点検及び部品交換】

　　　　　　設計額　７１５，０００円　　　　

　　　　　　契約日　令和６年１１月２１日

　　　　　　設計額　１，１２２，０００円

　　　　　　契約日　令和６年１２月５日

　　　　　　工期　　令和６年１２月６日～１２月１１日

　　　　　　検収日　令和６年１２月１２日

　　　　　＜大正小＞

　　　　　【多目的ホール陶器質オブジェ撤去工事】

　　　　　　請負額　１，１１２，７６０円

　　　　　　設計額　１，０２４，０００円

　　　　　　契約日　令和６年９月１２日

　　　　　　工期　　令和６年９月１３日～９月１９日

　　　　　　検収日　令和６年９月２０日

　　　　　【多目的ホール壁改修工事】

　　　　　　設計額　９４４，９００円

　　　　　　請負額　９９９，９００円

　　　　　　契約日　令和６年９月１８日

　　　　　　工期　　令和６年９月１９日～９月２５日

　　　　　　検収日　令和６年９月２６日

　　　　　　請負額　９２２，９００円
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

　　　綴られていない事例が見受けられた。

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

(２)　郵便料について

　①　小中学校の郵便料において、「精算戻入」の書類及び学校から提出される「資金前渡精算書」が

　　　　・小中学校郵便関係綴

原　　　因

学校から随時修繕の要望があり、いずれも緊急で修繕を行うため、発注が分割されることとなった。

同種の工事は可能な限り同一発注を行うようにし、工事前後の状況を予測して発注する。

指　摘　事　項　・　内　容

　　　　〈御所小学校〉

　　　　　　資金前渡精算書で残高が確認できたが、精算戻入処理後の「歳入簿」及び「収納金通知書」

　　　　　　が綴られていない。

　　　　〈秋津小学校〉

　　　　　　精算戻入処理後の「歳入簿」及び「収納金通知書」は確認できたが、学校から提出される

　　　　　　「資金前渡精算書」が綴られていない。

原　　　因

精算戻入処理は適切であったが、「歳入簿」及び「収納金通知書」「資金前渡精算書」が綴られている

かの確認が漏れていた。

今後は精算戻入処理後に出納室から渡される「歳入簿」及び「収納金通知書」「資金前渡精算書」を確

認して綴ることとする。
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　　　　・学校給食用物資発注書

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

学 校 給 食 セ ン タ ー

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　書類関係について

　①　給食物資注文書において、数量・単価が鉛筆で記載されている事例が見受けられた。

原　　　因

担当者の認識不足による。

鉛筆書きの部分はボールペンで訂正した。認識を改め、以降訂正はすべて鉛筆でなく、

ボールペンで記入する。
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　　　　・支出伝票ＮＯ３

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

　　　　・部活動指導員雇用関係　　１件

を行った。

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

用報告にあり」と明記し、雇用契約書、宣誓書については再度提出させる方法に改める。なお、通勤届

　　　　・スクールソーシャルワーカー任用関係

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　委託及び契約事務について

　①　１週間以内の間に同じ物品が分割して支出されているように思われる事例が見受けられた。金額

学 校 教 育 課

今後は確認漏れのないように細心の注意を払う。

　　　を合わせると５万円以上になるので入札もしくは見積合わせするのが望ましいと思われる。

原　　　因

学校での発注であるが、見積もり合わせを行う認識に欠けていた。

学校事務へ５万円以上は見積もり合わせが必要であると改めて注意喚起を行った。

指　摘　事　項　・　内　容

(２)　書類関係について

　①　部活動指導員の雇用について、新規雇用であると思われる方の雇用書類（履歴書・通勤届・宣誓

　　　書）が原本では無くコピーである事例が見受けられた。また、宣誓書（コピー）の日付が

　　　令和５年１０月２０日であった。

原　　　因

元々業務支援員をしていたが、部活動指導員の前任者が突然退職し急遽採用となったため、コピー対応

宣誓書の日付は業務支援員として採用した日付であり、原本は業務支援員の綴りにある。

複数業務採用の場合は、履歴書については採用申込者の負担軽減のため、コピーの上、「原本は○○雇

については、勤務場所が変わる場合は再度提出させる。

指　摘　事　項　・　内　容

(２)　書類関係について

　②　退職届について退職日の記載がない事例が見受けられた。

原　　　因

確認漏れである。
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

付す暇がありません。

年度当初に予定価格を積算し、入札に付することが困難な委託契約であるため。

これらの業務につきましては突発的に発生した倒木や法面崩壊等に対する付近住宅等への安全確保の

文 化 財 課

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　委託及び契約事務について

　①　宮山古墳群の委託において、委託業務名に違いはあるが業務の内容は同じである事例が見受け

　　　られた。積算書の合計では入札の対象となることから、経費削減、事務の軽減の観点から一括

　　　で発注されたい。

　　　　・宮山古墳管理関係

　　　　　＜史跡宮山古墳樹木伐採作業委託業務＞

　　　　　　業務の内容　　傾いた危険木竹の伐採

　　　　　　設計金額　　　２７２，２５０円　　　　　　

　　　　　　契約日　　　　令和６年７月２９日　　　　　

　　　　　＜史跡宮山古墳倒木処理作業委託業務＞

　　　　　　業務の内容　　傾いた危険木竹の伐採

　　　　　　設計金額　　　１６９，４００円　　　　　　

　　　　　　契約日　　　　令和６年９月２４日　　　　　

　　　　　＜史跡宮山古墳法面処理作業委託業務＞

　　　　　　業務の内容　　傾いた危険木竹の伐採

　　　　　　設計金額　　　４４７，７００円

　　　　　　検収日　　　　令和７年１月２３日

原　　　因

ために実施する作業委託であります。そのため、年度当初において、あらかじめ予定価格を計算でき

るものでなく、また、事態の発生時において緊急的に解決する必要が生じる業務であるため、入札に

したがって、当課といたしましては、一括で発注するのではなく、現状と同様、個別の対応といたし

たく思います。

　　　　　　請負金額　　　２７２，２５０円

　　　　　　検収日　　　　令和６年８月２０日

　　　　　　請負金額　　　１６９．４００円

　　　　　　検収日　　　　令和６年９月２６日

　　　　　　請負金額　　　４４７，７００円

　　　　　　契約日　　　　令和６年１２月１５日
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

電話等で見積書を出せない理由を他２者で確認した旨を、見積録として添付する必要を認識していな

かったためと考えられる。

契約事務に係る条例・要綱を正しく理解し、事務の執行に努めます。

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　委託及び契約事務について

　②　備品購入及び文化財委託業務において、見積書を依頼する（負担行為）段階で業者が選定され、

　　　特定の業者にのみ見積書を依頼している事例が見受けられた。

　　　御所市物品購入及び業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱第６条第１項では、登録業者

　　　から「３者以上の見積書を徴取するもの」となっているが、「随意契約及び業者選定の理由」

　　　には、見積書を依頼する前に取扱業者及び調査期間を確認している事例が見受けられた。

　　　見積書を依頼する時には、受注予定業者との話が出来ているように思われる。

　　　本来ならば、３者以上の見積を依頼し、業者が出来なければ「辞退届」等の提出（電話連絡で

　　　も可）を求めなければならない。

　　　　・デジタルカメラ購入費

　　　　　＜見積依頼＞　　　　１者（特命随契）

　　　　　＜業者選定理由＞　　商品の取扱が１者のみ

　　　　・今出遺跡出土資料年代測定業務

　　　　　＜見積依頼＞　　　　２者

　　　　　＜業者選定理由＞　　登録されている業者の中で、当業務に対応できる業者２者

原　　　因

指　摘　事　項　・　内　容

(２)　書類関係について

　①　起案文書が永年保存に対しファイルが５年保存である事例が見受けられた。

　　　　・文化財関係綴　№１

原　　　因

保存年限についての確認と認識が不足、加えて、ファイル保存の際の確認不足によるものと思われる。

各起案文書について、保存年限と保存されているファイルの相違については改善済み。また、起案文

書の性質や内容と、チェックされている保存年限の年数が適切であるかの確認を行いました。加えて、　

保存年限の重要性、誤って処分してしまう危険性について改めて周知いたしました。
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われる。

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

令和７年度からは御所市会計規則に則り、郵便料にかかる処理を行うよう、徹底しています。

指　摘　事　項　・　内　容

(３)　郵便料について

　①　郵便料において、資金前渡で支出していない事例が見受けられた。

　　　立替払で処理をしているが、原則的に立替払は認められている支出科目ではない。

　　　また、郵便料は御所市会計規則第３４号第１項第５号において資金前渡にて支出し、郵便受払

　　　簿に記載、年度終了後に精算を行うとなっている。

　　　　・文化財保存事業費　郵便料

原　　　因

令和６年度までにおいて郵便料の取扱について出納室から指摘を受けていたことが、正しく職員に

周知・指導されていなかったため、資金前渡による執行が必要であるとの認識不足によるものと思
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

生 涯 学 習 課

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　委託及び契約事務について

　①　葛小中学校協働本部で使用する消耗品の購入について、分割発注されているように思われる事

　　　例が見受けられた。

　　　同業者で５万円未満で短期間に購入されているように思われるので経費削減、事務軽減の観点

　　　から一括発注されたい。

　　　　・学校・地域パートナーシップ事業補助金関係

　　　　　　令和７年１月２１日　４２，３５５円・令和７年１月２９日　１１，０８８円

原　　　因

学校・地域パートナーシップ事業で使用される消耗品の購入で、事業前に急遽購入した為、短期間で

の購入となってしまった。

今後は、同業者での購入については、計画的に購入を行うよう学校側に伝える。
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

原　　　因

変更契約書の作成を失念していた。

葛 公 民 館 ・ 青 少 年 セ ン タ ー

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　委託及び契約事務について

　①　葛公民館管理業務委託において、年度末に金額が確定し金額更正決議書は作成されているが、

　　　変更契約書がない事例が見受けられた。

　　　単価契約ではないので、年間を通じて支払、契約金額に変更が生じた場合は変更契約を交わさ

　　　なければならない。

　　　　　・施設管理委託料

今後適切な事務処理を致します。
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

文 化 交 流 セ ン タ ー

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　委託及び契約事務について

　①　文化交流センター施設費で使用する消耗品の購入について、分割発注されているように思われ

　　　る事例が見受けられた。同業者で５万円未満で短期間に購入されているように思われるので、

　　　経費削減、事務軽減の観点から一括発注されたい。

　　　　・支出伝票

　　　　　令和７年３月２８日　２６，３３４円

　　　　　令和７年３月３１日　３８，４７３円

　　　　　令和７年３月３１日　１７，５５６円

原　　　因

発注は事前にしていたが、納品が重なってしまい、分割発注の形となってしまったため。

今後は計画的な購入を行い、一括発注を致します。
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

　　　　・決裁文書（２件）

原　　　因

確認不足でした。

ア ザ レ ア ホ ー ル

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　書類関係について

　①　起案文書が永年保存に対しファイルが５年保存である事例が見受けられた。

ファイルの保存場所が異なっていたため、永年保存のところに保管しました。
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また、給付金の支払いが銀行振り込みの為、現金の受け渡しと引き換えに領収書を回収できなかった

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

葛 上 中 学 校

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　日本スポーツ振興センター給付金について

　　①　領収書のない事例が見受けられた。　

　　　　・１，０００円分　１件

原　　　因

領収書発行後に生徒経由で保護者へ送付したが、その後の確認を怠った為。

為。

当該領収書はすぐに回収保管済。今後は原則領収書は保護者へ直接渡すこと。また、生徒経由で送付

した場合は必ず保護者連絡を行う。一か月経っても領収書の提出がない場合は学校より督促を行う。
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説明し納得してもらったうえで精算した。そのときに、残金を返金して領収するために金額を訂正し

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

かなか納めてもらえていなかった。そのため、この給付金から診察代分を差し引くことを、保護者に

ただけにしてしまい、二重線と訂正印を押印せずに処理してしまった。

秋 津 小 学 校

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　日本スポーツ振興センター給付金について

　①　受領書において金額の訂正で訂正印がない事例が見受けられた。

　　　訂正をする際は訂正箇所に二重線を引き、その上に訂正印を押印されたい。

　　　また、金額の訂正はない方がいいと思われる。

原　　　因

当該の家庭において、診察時に学校が立て替えて支払っていたため、保護者に診察代を催促してもな

この措置として校長が二重線を引き押印した。今後は、このような事象が生じないように書類等を直

視して確認する。訂正がある場合は、二重線を引き押印するよう改善することとする。
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

葛 城 小 学 校

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　支出伝票について

　①　令和６年度の支払いの検収日が令和７年度の日付になっていた。令和６年度中の検収でないと

　　　いけない。

　　　　・支出伝票綴

　　　　＜業者＞　株式会社　藤井書房

　　　　　納品日　令和７年３月２７日

　　　　　検収日　令和７年４月３日

原　　　因

納品と同日で検収を済ませていたが、検収日の認識を誤り書類を作成したため。

検収した日付で検収日を記載するように周知徹底し、当該書類については検収日を令和７年３月２７

日に修正した。
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

今後給付金の支給は、保護者に来校してもらい、その場で現金を手渡しの上、受領書を提出してもら

改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

原　　　因

前任者が再三、保護者に受領書の提出を願ったが、未提出に終わった。

大 正 小 学 校

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　日本スポーツ振興センター給付金について

　①　領収証がない事例が見受けられた。

　　　　・２０，７２１円分　１件

管理職が、保護者より受領書を回収した。

う。

指　摘　事　項　・　内　容

(２)　委託及び契約事務について

　①　散水設備修理工事において、分割発注の疑いが見受けられた。経費削減、事務の効率化のため

　　　一括発注されたい。

　　　　・支出伝票綴

　　　　＜業者＞　シビルまちづくりステーション西日本支部

　　　　　令和７年１月２１日　　３９，６００円

　　　　　令和７年２月２５日　　３９，６００円

　　　　　令和７年３月２６日　　３９，６００円

原　　　因

必要な修理をその都度依頼したところ、分割発注の体となってしまった。

今後は、その時の不具合部分だけでなく、他の部分の丁寧に点検し一度で修理ができるようにする。

特定の業者でのみ修理が可能なので、随意契約を結ぶ。
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

　　　　・支出伝票綴

　　　　　＜品物＞　食器乾燥機

　　　　　＜業者＞　㈱コメリ

名 柄 小 学 校

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　支出伝票について

　①　令和６年度の支払いは、令和６年度中の検収でないといけないが、検収日が令和７年度の日付に

　　　なっている事例が２件見受けられた。

　　　　　＜業者＞　山本商店

　　　　　　納品日　令和７年３月３１日

　　　　　　検収日　令和７年４月４日

原　　　因

食器乾燥機、ドッチファイルＡ４横の納品後、即日検収を済ませていましたが、検収日の認識を誤り

書類を作成したため。

検収した日付で検収日を記載するように周知徹底し、当該書類については検収日を令和７年３月３１

日に正しく修正しました。

　　　　　　納品日　令和７年３月３１日

　　　　　　検収日　令和７年４月８日

　　　　　＜品物＞　ドッチファイルＡ４横　等
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改善措置済 ・ 以後改善済 ・ 措 置 方 針 ・ 検 討 中 ・ 未措置方針

掖 上 小 学 校

必要な物品をその都度購入したので、分割発注したようになってしまった。

今後は、同種物品を可能な限り同一発注する。

また、特定の業者でしか購入できないので、随意契約を結ぶ。

　　　　　　令和６年１２月２日　　　３９，６００円

　　　　　　令和７年１月６日　　　　２６，４００円

　　　　＜芝生散水設備修理＞

　　　　　業者　シビルまちづくりステーション

　　　　　　令和６年４月２６日　　　２７，８３０円

　　　　　　令和６年５月８日　　　　２７，８３０円

原　　　因

指　摘　事　項　・　内　容

(１)　支出伝票について

　①　分割発注の疑いが見受けられた。経費削減、事務の効率化のため一括発注されたい。

　　　　＜芝生肥料購入＞

　　　　　業者　シビルまちづくりステーション

　　　　　　令和７年１月３１日　　　１９，５００円

　　　　　　令和７年２月２５日　　　３５，８２０円

　　　　　　令和７年３月１１日　　　４３，７８０円

　　　　＜冬芝種＞

　　　　　業者　シビルまちづくりステーション

　　　　　　令和６年１０月１８日　　４８，４００円

　　　　　　令和６年１１月１日　　　４４，０００円
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